
 すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。 
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須崎市訓令第１６号 

 

すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、奨学金等の貸与を受けて大学等で修学し、本市に居住している者に対し、

返還された奨学金の一部を予算の範囲内で補助することにより、人材の確保と本市への定着

を図ることを目的に、すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金（以下「補助金」という。）

を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象となる奨学金等） 

第２条 補助金の交付の対象となる奨学金等（以下「奨学金等」という。）は、次のとおりとす

る。 

（１）独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第９４号）第１４条第１項に規定す

る第一種学資金及び第二種学資金 

（２）高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例（平成１４年高知県条例第３号）第２条に

規定する奨学金 

（３）須崎市学資金貸与条例（平成１０年須崎市条例第１１号）第２条に規定する学資金 

（４）公益財団法人土佐育英協会が貸与する奨学金 

 （補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該

当する者とする。 

（１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学、大学院、短期大学、専修学校

（専門課程及び高等課程に限る。）、高等専門学校又は高等学校（以下「大学等」という。）

の在学中に奨学金等の貸与を受けた者 

（２）交付申請日（以下「申請日」という。）の属する年度の前年度に、奨学金等の返還を行っ

た者で、申請日までに引き続き１年を超えて本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に

登録されている者 

（３）申請初年度の申請日から５年以上継続して本市に居住する意思がある者 

（４）奨学金等の返還について、この要綱に定める補助金以外の返還にかかる支援制度の適用



を受けていない者 

（５）市税等を滞納していない者 

（６）須崎市暴力団排除条例（平成２３年須崎市条例第１号）第２条第２号に規定する暴力団

等でない者 

 （交付対象期間） 

第４条 補助金の交付の対象となる期間（以下「交付対象期間」という。）は、第６条の規定に

よる補助金の交付の申請（以下「交付申請」という。）をした年度の前年度１２か月間とする。 

 （補助金額） 

第５条 補助金額は、申請日の属する年度の前年度に返還した奨学金等の月額（以下「返還月

額」という。）又は１万円のいずれか低い額に、交付対象期間における返還月数を乗じた額（乗

じた額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、

１人の者が受けられる当該事業補助金の累計月数は、通算して６０か月を上限とする。 

２ 前項の場合において、奨学金等の返還方法が半年賦、年賦又は併用返還（月賦と半年賦を

併せた返還方法をいう。）であるとき若しくは返還月額が均等でないときは、交付対象期間内

に返還すべき奨学金等を当該返還方法に応じた月数で除した額を返還月額とみなす。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、すさきがすきさ

奨学金返還支援事業費補助金交付申請書（兼請求書）（別記様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に申請しなければならない。 

（１）奨学金等の貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類 

（２）奨学金等の返還金額が確認できる書類 

（３）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 申請期間は、毎年１月３１日までとする。 

 （交付決定） 

第７条 市長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し

たときは、すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付（不交付）決定通知書（別記様

式第２号）により、当該交付申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定（以下「交付決定」という。）した場合は、

併せてすさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金事業完了認定を行うものとする。 

 （補助金の交付） 

第８条 市長は、前条第１項の規定により交付決定した後、交付決定を受けた者（以下「交付

決定者」という。）に対し、速やかに補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取り消し） 

第９条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

（１）交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたと



き。 

（２）その他市長が必要と認める場合 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すときは、すさきがすきさ奨

学金返還支援事業費補助金交付決定取消通知書（別記様式第３号）により、通知するものと

する。 

 （補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係

る補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、すさきがすきさ奨学金返還支援

事業費補助金返還命令書（別記様式第４号）により、補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

 （加算金及び延滞金の納付） 

第１１条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補

助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日（以下「納期日」という。）までの

日数に応じ、年１０．９５パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。 

２ 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．

９５パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 

 （加算金及び延滞金の免除） 

第１２条 市長は、交付決定者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の

全部又は一部を免除することができる。 

 （補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行日） 

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 （この訓令の失効） 

２ この訓令は、令和１３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の廃止） 

３ すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付要綱（平成２９年須崎市訓令第２５号。

以下「旧要綱」という。）は、廃止する。 

 （経過措置） 

４ この訓令による廃止前の旧要綱第７条の規定により交付決定された補助金については、な

お従前の例による。 

 

附 則 



 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


